
  令和３年 1月 1２日 

 

保護者の皆様へ 

ひいらぎこども園 

園長 中田純子 

 

新型コロナウイルス感染症対策にかかるお願い 

 

明日１３日、京都府に緊急事態宣言が出る予定です。子どもたちは感染しにくいと言わ

れていますが、念のため、緊急事態宣言中の園内活動・感染予防対策を下記の通り行いま

す。保護者の皆様におかれましても、改めて、感染予防と速やかな連絡にご協力頂きます

ようお願いいたします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★緊急事態宣言下における園内での感染予防対策 

 ① 年中・年長さんは、マスクをつけて活動し、食事中のみマスクをはずします。 

 

 ② 幼児組の食事は、各テーブルに２名ずつ座り、全員が同じ方向を向いて食事するこ

ととします。食事を楽しむという観点からは非常に心苦しいのですが、感染予防のた

め、飲食の時間はおしゃべりを我慢して味わうように指導します。 

 

 ③ クッキング活動は中止します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

★保護者の皆様へのお願い 

 ① ご家族でなくても、２週間以内に一緒に食事をしたり、１５分以上一緒に過ごした

りした人が、濃厚接触者 又は、 ＰＣＲ検査対象となった場合には、必ず、すぐに園に

ご連絡いただき、結果が出るまで園をお休みください。 

   新型コロナウイルスは、発症の２日前から感染すると言われています。検査結果が

出てからの対応では、濃厚接触者が多く出てしまう可能性がありますので、ご協力を

よろしくお願いします。 

 

 ② 年中・年長さんには、園より布製マスクをもう１枚ずつお渡しいたしますので、毎日、

清潔なマスクをつけて登園してください。お手持ちの子ども用マスクをご使用いただ

いても結構です。必ず自分のものとわかるように、名前を明記してください。 

 

 ③ 体調管理には、十分ご注意ください。 

   お子さんは勿論、保護者の皆様も、登園前に体温を計測してください。お子さんに、

発熱や咳など風邪の症状がある場合には、登園は控えてください。   

 

 

 

 


